
目

次

規

則

○
青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
団
体
経
営

改

善

課
）
…
一

規

則

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
七
号

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
七
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

県
は
、
林
業
従
事
者
等
に
対
す
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
を
行
う
法
第

三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
融
資
機
関
（
以
下
「
融
資
機
関
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
当
該
業
務
に

必
要
な
資
金
（
以
下
「
県
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
を
貸
し
付
け
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
県
」
の
下
に
「
及
び
融
資
機
関
」
を
加
え
る
。

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
貸
付
資
格
の
認
定
）

第
四
条

貸
付
金
の
貸
付
資
格
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
貸
付
資
格
認
定
申
請
書
（
第

一
号
様
式
）
に
法
第
七
条
第
一
項
（
法
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
措
置
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
改
善
計
画
」
と
い
う
。
）
を

記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
改
善
計
画
書
」
と
い
う
。
）
を
添
え
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
貸
付
資
格
認
定
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
法
第
八
条

（
法
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を

審
査
し
、
貸
付
金
の
貸
付
資
格
の
認
定
を
行
う
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
貸
付
金
の
貸
付

資
格
の
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
貸
付
金
の
貸
付
資
格
の
認
定
を
し
た
と
き
は
貸
付
資
格
認
定
書
（
第
二
号
様
式
）
に

よ
り
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
し
、
貸
付
金
の
貸
付
資
格
の
認
定
を
し
な
い
旨
の
決
定
を

し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
県
に
よ
る
貸
付
け
）

第
五
条

県
か
ら
直
接
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
前
条

第
一
項
の
貸
付
資
格
認
定
申
請
書
を
提
出
す
る
際
、
併
せ
て
貸
付
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）
を
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
貸
付
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
前
条
第
二
項
の
審
査
と

一
体
的
に
審
査
し
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
と
き

は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
の
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
前
条
第
三
項
の
通
知
に
併
せ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金

の
貸
付
け
の
決
定
を
し
た
と
き
は
貸
付
決
定
通
知
書
（
第
四
号
様
式
）
に
よ
り
当
該
申
請
者
に
通

知
す
る
も
の
と
し
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は

そ
の
旨
を
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
の
決
定
の
通
知
を
受
け
て
県
か
ら
直
接
林
業
・
木
材
産

業
改
善
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
も
の
（
以
下
「
県
か
ら
の
借
受
者
」
と
い
う
。
）
は
、
借
用
証

書
（
第
五
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

県
か
ら
の
借
受
者
（
政
令
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
は
、
担
保
を
提
供
し
、
又
は

連
帯
保
証
人
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
林
業
・
木
材
産
業

改
善
資
金
に
係
る
債
権
を
保
全
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
県
か
ら
の
借
受

者
に
対
し
、
担
保
又
は
連
帯
保
証
人
の
追
加
又
は
変
更
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

６

前
項
の
連
帯
保
証
人
の
保
証
債
務
に
は
、
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
違
約
金

を
含
む
も
の
と
す
る
。

青
森
県
報
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（
融
資
機
関
に
よ
る
貸
付
け
及
び
県
貸
付
金
の
貸
付
け
）

第
六
条

融
資
機
関
か
ら
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
借

入
申
込
書
（
第
六
号
様
式
）
を
融
資
機
関
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
借
入
申
込
書
の
写
し
を

添
え
、
第
四
条
第
一
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
貸
付
資
格
認
定
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
第
四
条
第
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
貸
付
金
の
貸
付

資
格
の
認
定
の
審
査
の
結
果
を
当
該
申
込
者
が
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ

う
と
す
る
融
資
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

融
資
機
関
は
、
県
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
県
貸
付
金
貸
付
申
請
書

（
第
七
号
様
式
）
に
第
一
項
の
借
入
申
込
書
の
写
し
を
添
え
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

知
事
は
、
前
項
の
県
貸
付
金
貸
付
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
審
査
し
、
県

貸
付
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
県
貸
付
金
の
貸
付
け
の
決
定
を
行
う

も
の
と
す
る
。

５

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
県
貸
付
金
の
貸
付
け
の
決
定
を
し
た
と
き
は
県
貸
付
金
貸
付
決

定
通
知
書
（
第
八
号
様
式
）
に
よ
り
当
該
融
資
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
し
、
県
貸
付
金
の
貸
付

け
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
当
該
融
資
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

６

融
資
機
関
は
、
前
項
の
県
貸
付
金
貸
付
決
定
通
知
書
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
借
受
者
貸

付
決
定
通
知
書
（
第
九
号
様
式
）
に
よ
り
当
該
申
込
者
に
通
知
し
、
県
貸
付
金
の
貸
付
け
を
し
な

い
旨
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
を
し
な
い
旨
を
当

該
申
込
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

融
資
機
関
は
、
県
貸
付
金
の
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
県
貸
付
金
支
払
請
求
書
（
第

十
号
様
式
）
及
び
県
貸
付
金
借
用
証
書
（
第
十
一
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

８

県
貸
付
金
の
利
率
、
償
還
期
間
、
据
置
期
間
、
償
還
方
法
及
び
償
還
期
日
に
係
る
貸
付
け
の
条

件
は
、
融
資
機
関
が
県
貸
付
金
を
原
資
と
し
て
林
業
従
事
者
等
に
貸
し
付
け
る
林
業
・
木
材
産
業

改
善
資
金
の
貸
付
け
の
条
件
と
同
一
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

９

融
資
機
関
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
の
決
定
の
通
知
を
受
け
て
融
資
機
関
か

ら
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
も
の
（
以
下
「
融
資
機
関
か
ら
の
借
受
者
」

と
い
う
。
）
と
の
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
借
受
者
借
用
証
書
（
第

十
二
号
様
式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

融
資
機
関
は
、
県
貸
付
金
の
交
付
を
受
け
た
後
、
速
や
か
に
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸

付
け
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
融
資
機
関
は
、
当
該
貸
付
け
を
行
う

こ
と
を
条
件
と
し
て
当
該
貸
付
け
に
係
る
債
権
以
外
の
融
資
機
関
か
ら
の
借
受
者
に
対
す
る
債
権

に
係
る
償
還
の
条
件
の
変
更
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

11

融
資
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
直
ち
に
知
事
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
を
中
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合

二

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
の
遂
行
が
困
難
と
な
つ
た
場
合

12

融
資
機
関
は
、
県
貸
付
金
を
貸
付
け
の
目
的
以
外
の
目
的
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

13

融
資
機
関
は
、
知
事
が
当
該
融
資
機
関
に
対
す
る
貸
付
け
に
係
る
債
権
の
保
全
そ
の
他
貸
付
け

の
条
件
の
適
正
な
実
施
を
図
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
業
務
及
び

資
産
の
状
況
に
関
し
報
告
を
求
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貸
付
資
格
の
認
定
の
取
消
し
）

第
七
条

知
事
は
、
県
か
ら
の
借
受
者
又
は
融
資
機
関
か
ら
の
借
受
者
が
改
善
計
画
を
達
成
す
る
見

込
み
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
改
善
計
画
に
係
る
貸
付
金
の
貸
付
資
格
の
認
定
を

取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
貸
付
金
の
貸
付
資
格
の
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
借
受
者
（
当

該
借
受
者
が
融
資
機
関
か
ら
の
借
受
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
融
資
機
関
か
ら
の
借
受

者
及
び
融
資
機
関
）
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
削
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
借
受
者
は
、
貸
付
金
」
を
「
県
か
ら
の
借
受
者
又
は
融
資
機
関
か
ら
の
借

受
者
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
」
に
改
め
、
「
以
内
」
の
下
に
「
（
三
箇
月
以
内
に
完
了
す

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
な
い
事
業
に
あ
つ
て
は
、
当
該
改
善
計
画
書
に
お
け
る
当
該
事
業
の
完
了
ま
で

の
期
間
内
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
借
受
者
」
を
「
県
か
ら
の
借
受
者
又
は
融
資
機
関
か
ら

の
借
受
者
」
に
、
「
第
五
号
様
式
」
を
「
第
十
三
号
様
式
」
に
、
「
知
事
に
」
を
「
林
業
・
木
材
産

業
改
善
資
金
の
貸
付
け
を
行
つ
た
知
事
又
は
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
を
行
う

融
資
機
関
（
以
下
「
貸
付
機
関
」
と
い
う
。
）
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

融
資
機
関
は
、
前
項
の
事
業
完
了
報
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
県
貸
付
金

事
業
完
了
報
告
書
（
第
十
四
号
様
式
）
に
同
項
の
事
業
実
施
報
告
書
の
写
し
を
添
え
、
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
完
了
に
係
る
期
間
の
延
長
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
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当
該
借
受
者
（
当
該
借
受
者
が
融
資
機
関
か
ら
の
借
受
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
融
資

機
関
か
ら
の
借
受
者
及
び
融
資
機
関
）
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
借
受
者
に
対
し
」
を
「
県
か
ら
の
借
受
者
又
は
融
資
機
関
か
ら
の
借
受
者
に
対

し
、
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
借
受
者
は
」
を
「
県
か
ら
の
借
受
者
又
は
融
資
機
関
か
ら
の
借
受
者
は
、
」
に
改

め
、
同
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
償
還
方
法
の
変
更
）

第
十
一
条

貸
付
金
の
償
還
方
法
の
変
更
（
前
条
た
だ
し
書
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
及
び
第
十
六

条
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
る
貸
付
金
の
償
還
方
法
の
変
更
を
除
く
。
）
を
申
請
し
よ
う
と

す
る
県
か
ら
の
借
受
者
又
は
融
資
機
関
か
ら
の
借
受
者
は
、
償
還
方
法
変
更
申
請
書
（
第
十
五
号

様
式
）
を
当
該
貸
付
け
を
行
つ
た
貸
付
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
償
還
方
法
変
更
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
審
査
し
、
貸

付
金
の
償
還
方
法
の
変
更
を
行
う
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
貸
付
金
の
償
還
方
法
の
変
更

の
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
貸
付
金
の
償
還
方
法
の
変
更
の
決
定
を
し
た
と
き
は
償
還
方
法

変
更
決
定
通
知
書
（
第
十
六
号
様
式
）
に
よ
り
当
該
県
か
ら
の
借
受
者
に
通
知
す
る
も
の
と
し
、

貸
付
金
の
償
還
方
法
の
変
更
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
当
該
県
か
ら
の
借
受

者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

融
資
機
関
は
、
第
一
項
の
償
還
方
法
変
更
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
県

貸
付
金
償
還
方
法
変
更
申
請
書
（
第
十
七
号
様
式
）
に
当
該
償
還
方
法
変
更
申
請
書
の
写
し
を
添

え
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

知
事
は
、
前
項
の
県
貸
付
金
償
還
方
法
変
更
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
審

査
し
、
県
貸
付
金
の
償
還
方
法
の
変
更
を
行
う
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
県
貸
付
金
の
償

還
方
法
の
変
更
の
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

６

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
県
貸
付
金
の
償
還
方
法
の
変
更
の
決
定
を
し
た
と
き
は
県
貸
付

金
償
還
方
法
変
更
決
定
通
知
書
（
第
十
八
号
様
式
）
に
よ
り
当
該
融
資
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と

し
、
県
貸
付
金
の
償
還
方
法
の
変
更
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
当
該
融
資
機

関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

７

融
資
機
関
は
、
前
項
の
県
貸
付
金
償
還
方
法
変
更
決
定
通
知
書
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は

償
還
方
法
変
更
決
定
通
知
書
に
よ
り
当
該
融
資
機
関
か
ら
の
借
受
者
に
通
知
し
、
県
貸
付
金
の
償

還
方
法
の
変
更
を
し
な
い
旨
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
貸
付
金
の
償
還
方
法
の
変
更
を
し

な
い
旨
を
当
該
融
資
機
関
か
ら
の
借
受
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
任
意
の
繰
上
償
還
の
申
出
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
前
条
た
だ
し

書
」
を
「
第
十
条
た
だ
し
書
」
に
、
「
借
受
者
」
を
「
県
か
ら
の
借
受
者
又
は
融
資
機
関
か
ら
の
借

受
者
」
に
、
「
第
六
号
様
式
」
を
「
第
十
九
号
様
式
」
に
、
「
知
事
」
を
「
当
該
貸
付
け
を
行
つ
た

貸
付
機
関
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

融
資
機
関
は
、
前
項
の
繰
上
償
還
申
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
県
貸
付
金

繰
上
償
還
申
出
書
（
第
二
十
号
様
式
）
に
当
該
繰
上
償
還
申
出
書
の
写
し
を
添
え
、
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
を
第
十
二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
事
業
の
実
施
の
結
果
に
よ
り
余
剰
が
生
じ
た
場
合
の
繰
上
償
還
）

第
十
三
条

県
か
ら
の
借
受
者
又
は
融
資
機
関
か
ら
の
借
受
者
は
、
事
業
の
実
施
の
結
果
、
貸
付
金

に
余
剰
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
繰
上
償
還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

融
資
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
繰
上
償
還
に
よ
り
貸
付
金
の
償
還
金
を
受
領
し
た
と
き

は
、
速
や
か
に
県
貸
付
金
繰
上
償
還
申
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
中
「
知
事
は
、
借
受
者
」
を
「
貸
付
機
関
は
、
県
か
ら
の
借
受
者
又
は
融
資
機
関
か
ら

の
借
受
者
」
に
、
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
償
還
金
」
を
「
貸
付

金
の
償
還
金
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
知
事
」
を
「
貸
付
機
関
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中

「
貸
付
け
」
を
「
貸
付
金
の
貸
付
け
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
第

十
二
条
」
を
「
第
九
条
」
に
、
「
妨
げ
」
を
「
妨
げ
、
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同

条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

貸
付
金
の
貸
付
資
格
の
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

第
十
五
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
融
資
機
関
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
期
限
前
償
還
に
よ
り
貸
付
金
の
償

還
金
を
受
領
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

３

知
事
は
、
融
資
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
い
つ
で
も
県
貸
付
金

の
一
部
又
は
全
部
に
つ
き
期
限
前
償
還
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一

県
貸
付
金
を
貸
付
け
の
目
的
以
外
の
目
的
に
使
用
し
た
と
き
。

二

県
貸
付
金
の
償
還
金
の
支
払
を
怠
つ
た
と
き
（
融
資
機
関
か
ら
の
借
受
者
に
よ
る
貸
付
金
の

償
還
を
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
の
猶
予
を
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
融
資
機
関

が
県
貸
付
金
の
償
還
を
償
還
期
日
ま
で
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
を
除
く
。
）
。

三

第
六
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

四

県
貸
付
金
の
貸
付
け
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。
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第
十
五
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
知
事
は
、
借
受
者
」
を
「
貸
付
機
関
は
、
県
か
ら
の
借
受
者
又
は
融
資
機

関
か
ら
の
借
受
者
」
に
改
め
、
「
支
払
期
日
に
」
の
下
に
「
貸
付
金
の
」
を
加
え
、
「
前
条
」
を

「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
知
事
は
、
借
受
者
が
前
条
第
一
号
」
を
「
貸
付
機
関

は
、
県
か
ら
の
借
受
者
又
は
融
資
機
関
か
ら
の
借
受
者
が
前
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
同
条
」
を

「
同
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３

融
資
機
関
は
、
融
資
機
関
か
ら
の
借
受
者
か
ら
違
約
金
を
徴
収
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
県
に

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
融
資
機
関
が
県
貸
付
金
の
償
還
を
支
払
期
日
ま
で
に
行

つ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

知
事
は
、
融
資
機
関
が
支
払
期
日
に
県
貸
付
金
の
償
還
金
又
は
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
期

限
前
償
還
を
す
べ
き
金
額
を
支
払
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
延
滞
金
額
に
つ
き
年
十
二
・
二
五
パ
ー

セ
ン
ト
の
割
合
を
も
つ
て
支
払
期
日
の
翌
日
か
ら
支
払
当
日
ま
で
の
日
数
に
よ
り
計
算
し
た
違
約

金
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
融
資
機
関
か
ら
の
借
受
者
に
よ
る
貸
付
金
の
償
還
を
次
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
支
払
の
猶
予
を
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
支
払
期
日
ま
で
に
支
払
わ
れ
な
か
つ
た
場
合

に
は
、
当
該
支
払
期
日
の
翌
日
か
ら
当
該
融
資
機
関
か
ら
の
借
受
者
に
よ
る
融
資
機
関
へ
の
支
払

の
当
日
ま
で
の
日
数
を
当
該
違
約
金
の
計
算
に
係
る
日
数
か
ら
控
除
す
る
。

５

知
事
は
、
融
資
機
関
が
前
条
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
融
資
機
関
の
故

意
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
期
限
前
償
還
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、

当
該
請
求
に
係
る
県
貸
付
金
の
金
額
に
つ
き
年
十
二
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
も
つ
て
当
該

請
求
に
係
る
県
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
日
か
ら
支
払
当
日
ま
で
の
日
数
に
よ
り
計
算
し
た
違

約
金
を
徴
収
す
る
。

第
十
六
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
七
条
中
「
知
事
は
、
借
受
者
」
を
「
貸
付
機
関
は
、
県
か
ら
の
借
受
者
又
は
融
資
機
関
か
ら

の
借
受
者
」
に
、
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
「
借
受
者
の
」
を
削
り
、
同
条
各
号
中

「
借
受
者
」
を
「
県
か
ら
の
借
受
者
又
は
融
資
機
関
か
ら
の
借
受
者
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
七
項

を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
貸
付
金
の
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
支
払

猶
予
申
請
書
（
第
二
十
一
号
様
式
）
に
そ
の
理
由
を
証
す
る
書
類
を
添
え
、
償
還
期
限
（
分
割
払

の
場
合
の
各
支
払
期
日
を
含
む
。
）
の
三
十
日
前
ま
で
に
当
該
貸
付
け
を
行
つ
た
貸
付
機
関
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
前
項
の
支
払
猶
予
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
審
査
し
、
貸
付
金

の
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
を
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
貸
付
金
の
償
還
金
の
支
払
の

猶
予
の
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
貸
付
金
の
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
の
決
定
を
し
た
と
き
は
支
払

猶
予
決
定
通
知
書
（
第
二
十
二
号
様
式
）
に
よ
り
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
し
、
貸
付
金

の
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
当
該
申
請
者
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

５

融
資
機
関
は
、
第
二
項
の
支
払
猶
予
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
県
貸
付

金
支
払
猶
予
申
請
書
（
第
二
十
三
号
様
式
）
に
当
該
支
払
猶
予
申
請
書
の
写
し
を
添
え
、
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

知
事
は
、
前
項
の
県
貸
付
金
支
払
猶
予
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
審
査

し
、
県
貸
付
金
の
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
を
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
県
貸
付
金
の

償
還
金
の
支
払
の
猶
予
の
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

７

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
県
貸
付
金
の
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
の
決
定
を
し
た
と
き
は
県

貸
付
金
支
払
猶
予
決
定
通
知
書
（
第
二
十
四
号
様
式
）
に
よ
り
当
該
融
資
機
関
に
通
知
す
る
も
の

と
し
、
県
貸
付
金
の
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
当
該

融
資
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

８

融
資
機
関
は
、
前
項
の
県
貸
付
金
支
払
猶
予
決
定
通
知
書
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
支
払

猶
予
決
定
通
知
書
に
よ
り
当
該
申
請
者
に
通
知
し
、
県
貸
付
金
の
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
を
し
な

い
旨
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
貸
付
金
の
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
を
し
な
い
旨
を
当
該
申

請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
を
削
る
。

第
二
十
条
中
「
及
び
そ
の
取
消
し
、
貸
付
申
請
書
及
び
改
善
計
画
書
の
記
載
内
容
の
変
更
の
承

認
、
第
十
二
条
」
を
「
、
第
九
条
」
に
、
「
処
置
」
を
「
処
理
、
償
還
方
法
の
変
更
の
決
定
」
に
、

「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
中
「
書
類
」
の
下
に
「
（
融
資
機
関
が
知
事
に
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
加

え
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
八
号
様
式
中
「（

第
19条

」
を
「（

第
16条

」
に
、
「青

森
県
知
事

」
を
「貸

付
機
関
の
代
表

者
（
貸
付
機
関
が
融
資
機
関
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

」
に
改

め
、
「猶

予
決
定
番
号

年
度
第
号

」
を
削
り
、
「第

19条
の

」
を
「第

16条
第
３
項
（
第

８
項
）
の

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
十
二
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え

る
。
 

（ ）4青 森 県 報 号外第11号令和２年３月13日 金曜日



（ ）5 青 森 県 報 号外第11号令和２年３月13日 金曜日



第
七
号
様
式
中
「（

第
18条

」
を
「（

第
16条

」
に
、
「青

森
県
知
事

」
を
「貸

付
機
関
の
代
表

者
」
に
、
「に

よ
り
貸
付
け

」
を
「で

貸
付
け

」
に
、
「第

18条
の

」
を
「第

16条
第
２
項
の

」
に

改
め
、
同
様
式
の
注
中
２
を
３
と
し
、
１
の
次
に
２
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
支
払
の
猶
予
の
理
由
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

第
七
号
様
式
を
第
二
十
一
号
様
式
と
す
る
。

第
六
号
様
式
中
「（

第
14条

」
を
「（

第
12条

」
に
、
「青

森
県
知
事

」
を
「貸

付
機
関
の
代
表

者

」
に
、
「第

14条
の

」
を
「第

12条
第
１
項
の

」
に
、

「

を
」

「

に
」

改
め
、
同
様
式
を
第
十
九
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

（ ）6青 森 県 報 号外第11号令和２年３月13日 金曜日

貸
付
決
定
年
月
日
貸
付
決
定
番
号

借
受
金
額

既
償
還
額

借
受
残
高

年
月
日

千
円

千
円

千
円

借
受
者
の
氏
名
又
は
名
称
貸
付
決
定
年
月
日
貸
付
決
定
番
号
借
受
金
額
既
償
還
額
借
受
残
高

年
月
日

千
円

千
円

千
円



第
五
号
様
式
中
「第

11条

」
を
「第

８
条

」
に
、
「青

森
県
知
事

」
を
「貸

付
機
関
の
代
表
者

」

に
、
「林

業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
借
受
事
業
完
了
報
告
書

」
を
「林

業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
事

業
完
了
報
告
書

」
に
、
「先

に
借
り
受
け
た
下
記
の

」
を
「

年
月
日
付
け
第
号
で
貸

付
け
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た

」
に
、
「つ

い
て
は

」
を
「つ

い
て

」
に
改
め
、
「の

で

」
の
次
に

「、
青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
第
８
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お

り

」
を
加
え
、

「

を
」

「

に
」

改
め
、
同
様
式
を
第
十
三
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
五
様
式
を
加
え
る
。

（ ）7 青 森 県 報 号外第11号令和２年３月13日 金曜日

貸
付
決
定
年
月
日

貸
付
決
定
番
号

資
金
借
受
年
月
日

借
受
金
額

年
月
日

年
月
日

千
円

借
受
者
の
氏
名
又
は
名
称
貸
付
決
定
年
月
日
貸
付
決
定
番
号

借
受
年
月
日

借
受
金
額

年
月
日

年
月
日

千
円



（ ）8青 森 県 報 号外第11号令和２年３月13日 金曜日



（ ）9 青 森 県 報 号外第11号令和２年３月13日 金曜日



第
四
号
様
式
を
削
る
。

第
三
号
様
式
中
「（

第
９
条

」
を
「（

第
５
条

」
に
改
め
、
同
様
式
の

中

「

を
」

「

に
」

改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
中
「借

受
者

」
の
次
に
「、

連
帯
債
務
者

」
を
加
え
、
同
様
式
の

中

「第
17条

」
を
「第

16条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
五
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の

七
様
式
を
加
え
る
。

（ ）10青 森 県 報 号外第11号令和２年３月13日 金曜日

住
所

借
受
者
氏
名

㊞

住
所

借
受
者
氏
名

㊞

住
所

同
上
氏
名

㊞

住
所

同
上
氏
名

㊞

住
所

同
上
氏
名

㊞

住
所

同
上
氏
名

㊞

連
帯
保
証
人
は
、
上
記
資
金
の
借
受
け
に
つ
き
、
青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸

付
規
則
及
び
裏
面
の
特
約
条
項
を
承
知
の
上
、
借
受
者
と
連
帯
し
て
、
債
務
の
弁
済
の
責
め

に
任
じ
ま
す
。住
所

連
帯

保
証
人
氏
名

㊞

住
所

連
帯

保
証
人
氏
名

㊞

住
所

同
上
氏
名

㊞

住
所

同
上
氏
名

㊞

住
所

同
上
氏
名

㊞

住
所

同
上
氏
名

㊞

借
受
者
住
所
氏
名

㊞
連
帯
債
務
者
住
所
氏
名

㊞
連
帯
保
証
人
住
所
氏
名

㊞



（ ）11 青 森 県 報 号外第11号令和２年３月13日 金曜日



（ ）12青 森 県 報 号外第11号令和２年３月13日 金曜日



（ ）13 青 森 県 報 号外第11号令和２年３月13日 金曜日



（ ）14青 森 県 報 号外第11号令和２年３月13日 金曜日



第
二
号
様
式
中
「（

第
７
条

」
を
「（

第
５
条

」
に
、
「第

７
条
の

」
を
「第

５
条
第
２
項
の

」

に
、

「

を
」

「

に
」

改
め
、
同
様
式
を
第
四
号
様
式
と
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「（

第
６
条

」
を
「（

第
５
条
、
第
14条

」
に
、
「第

６
条
の

」
を
「第

５
条
第

１
項
の

」
に
、

「

を
」

「

に
」

改
め
、
同
様
式
を
第
三
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

（ ）15 青 森 県 報 号外第11号令和２年３月13日 金曜日

連
帯
保
証
人

借
受
者

連
帯
保
証
人

連帯債務者

住
所

氏
名

印
連帯保証人

住
所

氏
名

連帯債務者

住
所

氏
名

印
連帯保証人

住
所

氏
名

担
保
物
件
の
有
無

担
保
物
件
の
内
容

有
・
無



（ ）16青 森 県 報 号外第11号令和２年３月13日 金曜日



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（ ）17 青 森 県 報 号外第11号令和２年３月13日 金曜日



（ ）18青 森 県 報 号外第11号令和２年３月13日 金曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
七
十
三
銭


